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指定居宅サービス事業者における 

「指定後の手続き」及び「指導・監査」並びに「業務管理体制の整備」について 

 

・指定後の各種手続について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１～４ 

 

・訪問看護ステーション（医療保険）の取扱いに関する留意点について・・・・・・・５～６ 

 

・指定居宅サービス事業者等に対する指導及び監査の実施方法・・・・・・・・・・・・・７ 

 

・指定居宅サービス事業者等に対する指導及び監査フロー図・・・・・・・・・・・・・・８ 

 

・指定居宅サービス事業者等の指定の取消し等の規定【介護保険法】・・・・・・・９～２１ 

 

・令和元年度～令和５年度における事業者指定の取消し及び効力停止の事例（大阪府内）・・ 

                                     ２２～３１ 

 

・指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項・・・・・・・・・・・・・・３２～５９ 

 

・業務管理体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０～６２ 

 

 

 

指定居宅介護支援事業者について 

 

・指定居宅介護支援事業者の指定の取消し等の規定【介護保険法】・・・・・・・・６３～６７ 

 

・令和元年度～令和５年度における事業者指定の取消し及び効力停止の事例（大阪府内）・・ 

                                     ６８～７３ 

 

・指定居宅介護支援に対する主な指導事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４～８０ 
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指 定 後 の 各 種 手 続 に つ い て 

 

 

 

 

■変更の届出・介護給付費算定に係る体制等に関する届出 

(1)変更届出書の提出 

下記の事項に変更があった場合は、変更があった日から 10日以内に届出が必要です。「変更届出書」

に必要書類を添付して届け出てください。 

＊ 必要書類や届出方法は、所管する指定権者（大阪府知事、政令指定都市、中核市及び権限移譲市

町村の長）のホームページ等で確認してください。 

＊ 事業所の名称や所在地の変更は、介護保険事業所番号が変わる場合がありますので、事前に相談

してください。（(3)ア参照） 

【全サービス共通】 

事業所の名称又は所在地 

法人情報（名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名又は名称） 

＊ 事業譲渡等により法人が変更となる場合は、廃止、新規指定の手続きが必要です。 

登記事項証明書（当該サービスに関するものに限る。） 

事業所の平面図、管理者の氏名若しくは住所又は運営規程 

＊ 平面図（区画）の変更については、事前協議が必要なサービスがあります。 

【サービスによって届出が必要】 

定員・・・・・・・・・通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護 

協力医療機関・・・・・訪問入浴、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護 

福祉用具の保管、消毒方法、(委託している場合)委託先の状況・・福祉用具貸与 

サービス提供責任者・・訪問介護 

備品・・・・・・・・・訪問入浴 

 

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算)の提出 

指定時に届け出た「介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算)」の内容を変更する場合は、

届出が必要です。加算については、月の１５日までに届出て、翌月から算定できるものと、月末まで

に届出て、翌月から算定できるものがあります。締切日に注意してください。 

なお、通所介護事業所の大幅な定員の変更は、｢介護報酬に係る事業所規模による区分｣も変更とな

り、介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出が必要になる場合があります。 

 

【介護職員等処遇改善加算等について】 

 ○指定権者への届出 

      加算の算定を受けようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月（４月から算定するなら

ば２月）の末日までに、「介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書」を所管する指定権者に提

出してください。 

ここでは岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町・泉佐野市・泉南市・
阪南市・熊取町・田尻町・岬町の取扱いを説明しています。大阪府所管、指定都市、
中核市及び権限移譲市町村に所在する事業所についての手続、方法は、各市町村のホ
ームページ等で御確認ください。 
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      なお、当該計画書を複数の介護サービス事業所等について一括作成する場合は、それを各介護サ

ービス事業所等を所管する指定権者にそれぞれ提出します。 

 ○賃金改善の実績報告 

      各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月（３月まで加算を算定したならば７

月）の末日までに、「介護職員等処遇改善加算等 実績報告書」を所管する指定権者に提出すると

ともに、５年間保存してください。事業年度中に事業を廃止した場合も提出が必要です。 

 

※計画書及び実績報告書の提出は毎年必要です。提出がない場合、加算の要件を満たさないこと

となりますので、既に支払われた介護報酬の返還となることがあります。 

 

(3)変更届出書の提出に伴う留意事項 

 ア 変更届出書の提出に伴い介護保険事業所番号が変更となる場合 

   次のような場合には、介護保険事業所番号が変更されます。 

・市町村を越えて事業所の所在地を移転した場合 

→移転前後で指定権者が異なる場合は、廃止・新規の手続が必要な場合があります。所管する指定

権者に確認してください。 

・同一所在地で同一名称で運営している複数の介護保険サービス事業の一部の事業について事業所

名称を変更した場合（同一所在地、同一名称の事業所に対して１つの事業所番号を付与している

ため） 

・異なる事業所名称で運営していたが同一名称にした場合（同一所在地、同一名称の事業所に対し

て１つの事業所番号を付与しているため） 

 

イ 介護保険事業所番号、事業所名称、事業所所在地を変更した場合に必要な手続 

・居宅介護支援事業者及び居宅サービス事業者並びに利用者に対する介護保険事業所番号等の変更

の周知徹底  

・大阪府国民健康保険団体連合会に対する所定の手続（詳細は連合会にお問い合わせください。） 

    

 

■廃止、休止、再開の届出 

(1)廃止(休止･再開)届出書の提出 

指定以降に廃止、休止、再開をする場合は、「廃止(休止･再開)届出書」の提出が必要です。 

 

(2)廃止(休止･再開)届出書の提出に伴う留意事項 

 ア 休止の場合 

事業者としての要件（指定基準）を満たさなくなった場合等で、かつ、事業継続の意思を有する

場合は、休止届出書の提出が必要です。（休止期間は最大６か月です） 

利用者へのサービス提供に空白が生じないよう、利用者の希望を踏まえ他の事業所等への引継ぎ

の対応を行ってください。 

届出日・・・休止予定日の 1か月前 
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イ 再開の場合 

     休止届出書を提出した事業者が事業を再開するには、再開届出書を提出してください。 

届出日・・・再開後10日以内 

 

  ウ 廃止の場合 

    事業を廃止する場合は、廃止届出書の提出が必要です。（指定書（又は更新指定書）の原本を添

付してください） 

利用者へのサービス提供に空白が生じないよう、利用者の希望を踏まえ他の事業所等への引継ぎ

の対応を行ってください。 

  届出日・・・廃止予定日の 1か月前 

 

 

■指定の更新 

指定事業者として事業を実施するためには、６年ごとに指定の更新が必要です。指定の更新を受けなけ

れば、指定の効力を失い、介護報酬が請求できなくなります。 

（例） 

 

 

 

 

 

(1)対象となる事業所 

指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所（介護保険法第 71条第１項及び第 72条第

1 項並びに介護保険法施行法第４条の規定により指定があったものとみなされる保健医療機関及び保

険薬局を除く。） 

※介護予防訪問介護、介護予防通所介護については、平成 30年４月１日以降なくなったので（市町村

が実施する「総合事業」に移行）、更新の必要はありません。 

 

(2)更新手続 

更新手続が必要な事業所については、郵送等で更新申請日時を連絡しますが、各事業者におかれま

しても更新時期をお忘れなくお願いします。 

 

【留意点】 

○ 事業者（法人にあってはその役員、開設する各事業所の管理者も）が指定の更新の欠格事由に該当

するときは、指定の更新が受けられません。 

○ 事業者が法人で、同一法人グループに属し密接な関係を有する別の法人が指定の取消処分を受けた

場合には、指定の更新が受けられないことがあります。 

○ 休止中の事業所については指定の更新が受けられません。更新申請までに再開届を提出し事業を再

開するか、廃止届を提出する必要があります。 

 

新規指定日 令和６年４月１日 

有効期間満了日 令和12年３月31日 

更新日 令和 12年４月１日 

更新後の有効期間満了日 令和18年３月31日 
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■様式及び添付書類 

変更届出書及び介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算)、廃止（休止・再開）届出書の様式や添

付書類等は指定権者のホームページに掲載しています。 

 令和３年４月より全ての様式、添付書類への押印は廃止しています。（写しへの原本証明も不要です。） 

 

★指定・更新に係る手数料 

指定申請や指定更新申請等の際には手数料が必要です。 

＊1 令和６年４月現在、いずれの指定権者も同額です。 

 

新規指定申請（事業開始時） 

居宅サービス 

 

  
1件につき

30,000円 

・同じ種類の居宅サービスと介護予防サービスを同

時申請する場合35,000円（注3） 

 

・同じ種類の共生型居宅サービスと共生型介護予防

サービスを同時申請する場合10,000円（注4） 

共生型居宅サービス    

（注１） 

1件につき

10,000円 

介護予防サービス 

  
1件につき

30,000円 

共生型介護予防サービス

（注２） 

1件につき

10,000円 

居宅介護支援   
1件につき

30,000円  

指定更新申請（6年毎） 

居宅サービス 

  
1件につき

10,000円 

・同じ種類の居宅サービスと介護予防サービスを同

時申請する場合10,000円（注3） 

 

・同じ種類の共生型居宅サービスと共生型介護予防

サービスを同時申請する場合10,000円（注4） 

共生型居宅サービス      

（注3） 

1件につき

10,000円 

介護予防サービス 
 

1件につき

10,000円 

共生型介護予防サービ

ス（注4） 

1件につき

10,000円 

居宅介護支援   
1件につき

10,000円 
  

(注 1)共生型居宅サービスとは、障害福祉サービスの指定を受けている事業者から訪問介護、通所介護、短

期入所生活介護の指定申請の際、当該指定の特例を適用する場合をいいます。 

(注 2)共生型介護予防サービスとは、障害福祉サービスの指定を受けている事業者から介護予防短期入所生

活介護の指定申請の際、当該指定の特例を適用する場合をいいます。 

(注 3)同一の事業所において、同じ種類の居宅サービスと介護予防サービスを同時に申請する場合に限りま

す。 

(注 4)同一の事業所において、同じ種類の共生型居宅サービスと共生型介護予防サービスを同時に申請する

場合に限ります。 




































